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【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年3月27日(2012.3.27)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　線虫撲滅効果、殺真菌効果、殺虫効果および殺菌効果を有する、燻蒸塗布による土壌ま
たは人口土壌の処理方法において、
　二硫化ジメチル（ＤＭＤＳ）を１５０～１０００ｋｇ／ｈａの量で土壌または人口土壌
に燻蒸塗布することを特徴とする方法。
【請求項２】
　二硫化ジメチル（ＤＭＤＳ）をそのままの状態か、水性乳剤、ミクロエマルジョンまた
は生分解性溶剤溶液の形で燻蒸塗布する請求項１に記載の処理方法。
【請求項３】
　１，３－ジクロロプロペン、クロロピクリン、ＣＨ3－ＮＨ－ＣＳ2

-Ｎａ+またはテトラ
チオカーボネートナトリウムの水溶液およびイソチオシアン酸メチルから成る群の中から
選択される他の農薬物質を用いた処理を同時または別々に行う請求項１または２に記載の
処理方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００１】
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　本発明は農業分野に関するものである。
　本発明の対象は土壌または人口土壌（植物の基質、substrates、コンポスト、泥炭、to
urbes、岩綿、laine de roche・・・、以下「植物基質」ともいう）の処理、特に土壌中
の線虫(nematodes)、病原性真菌(champignons pathogenes)、害虫(insectes nuisibles)
および細菌(bacteries)をコントロールするのに用いられる臭化メチル代替品に関するも
のである。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００５】
　臭化メチルの使用が禁止されて以来、多くの研究がされており、農薬としては数百種類
が存在する（Clive Tombin編、農薬マニュアル、第１０版には７００種以上の線虫駆除薬
、防カビ剤、殺虫剤、殺菌剤が記録されている）が、臭化メチルの代わりに土壌または基
質の燻蒸（fumigation）に用いることのできる分子はほとんど見付かっていない。
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